
（ たき 火）  

第 2 6 条 引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の近く においては、たき 火（ ある 区域

内の草木等を 焼却する ために行う 草焼き 、野焼き 、あぜ焼き 等の行為（ 以下「 草焼き 等」

と いう 。 ) を 含む。 以下同じ 。） を し てはなら ない。（ お）  

２  たき 火を する 場合においては、 他に燃え移る おそれがないこ と を 確かめる と と も に、

消火に必要な器具等の準備その他火災予防上必要な措置を 講じ なければなら ない。（ お） 

３  草焼き 等を 行う 場合は、乾燥注意報又は強風注意報の発表がある 等、火災が発生し や

すい気象状況にある かど う かを 確認し 、火災が発生し やすい状況にある 場合は、こ れを

中止する よ う に努めなければなら ない。（ お）（ す）  

 

条則 

（ たき 火の火災予防上必要な措置）  

第８ 条 条例第2 6 条第２ 項に規定する 消火に必要な器具等の準備その他火災予防上必要

な措置は、 次の各号に定める と こ ろ によ る 。  

⑴ たき 火の位置は、 引火性又は爆発性の物品から 2 0 メ ート ル、 建築物、 工作物又は

可燃物から ５ メ ート ル以上離れた位置と する こ と 。  

⑵ 常時たき 火を する 場合は、 土坑又は不燃性の容器の中で行う こ と 。  

⑶ たき 火を する 位置には、 監視人を 置く こ と 。  

⑷ たき 火を する 位置には、 ８ リ ツ ト ル入り 水バケツ ( 山林、 原野にあつてはス コ ツ プ

等) を ２ 個以上準備し て置く こ と 。  

⑸ たき 火の終了後は、 残火を 完全に消火する こ と 。（ あ）（ う ）（ え）  

 

【 解説】  

本条は、 可燃物の近く ではたき 火を し てはなら ないこ と 及びたき 火を する 際の必要な措

置を 規定し たも のであ る 。  

なお、 本条は、 平常時の気象時における たき 火の制限についての一般的な規定であり 、 第

3 0 条は、 異常気象時における 火気の制限を 規定し た特別規定である 。  

 

１  第１ 項 

⑴ 「 可燃物」 と は、 すべての燃えやすいも のを 総称し ている 。 し たがっ て、 建築物、 工

作物の可燃性の部分を 含む。 ( 条則第８ 条第１ 号でいう ｢建築物、 工作物｣は、 耐火建築

物等の場合で、 可燃性の部分がない場合は該当し ない。 )  

⑵ 「 たき 火」 と は、 火を 使用する 設備、 器具を 用いないで火を 焚く こ と を いう （ 例： 草

焼き 、 野焼き 、 あぜ焼き 、 と んど 、 キャ ン プフ ァ イ ヤー、 炎を 使っ た土壌消毒等）。 た

だし 、 火を 使用する 設備、 器具を 用いる 場合であっ ても 、 その本来の使用方法によ ら な

い場合や、 裸火を 使用し 、 火の粉が飛散する 場合など は、 たき 火に該当する 。  

⑶ 「 可燃物の近く 」 と は、 たき 火の規模、 可燃物の性状、 気象条件等によ り 実体的に判

断する も のである 。  

 

２  第２ 項 

「 火災予防上必要な措置」 と は、 条則第８ 条各号に掲げる 措置を いい、 火災と ま ぎら わ



し い煙又は火災を 発する おそれのあ る たき 火の場合は、 条例第5 7 条第１ 項の規定によ り

届出が必要と なる 。  


